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延岡市民協働まちづくりセンター指定管理者募集要項 

 

公の施設である延岡市延岡市民協働まちづくりセンターの設置目的を効果的・効率的

に達成するため、施設の管理業務を行うもの（以下「指定管理者」という。）を募集し

ます。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名 称 延岡市民協働まちづくりセンター（以下「センター」という。） 

（２）所在地 延岡市東本小路 131 番地５ 

（３）施設の設置目的 

（４）建物構造 鉄骨造３階建て 

   床 面 積 1,159㎡ 

（５）施設内容  

   ・屋内  

（１階）多目的フロア、交流フロア、作業コーナー（コピー機、印刷機等）事務

局用事務室、トイレ、給湯室 

（２階）ミーティングフロア、市民活動フロア（団体事務局室含む）、シャワー

室、多目的トイレ、給湯室 

（３階）大会議室１、中会議室１、小会議室２、備品倉庫２、トイレ、給湯室 

大会議室、中会議室、小会議室、和室、交流ロビー 

    ・屋外 センター利用者専用駐車場 

 

２ 応募の資格等 

（１）応募資格 

ア 市内の市民活動に関して実績があり、本市のまちや市民活動状況を十分に把握して 

いる法人、団体等であること。 

イ 市内に主たる事務所を置くまたは置こうとする法人その他の団体であること。 

（２）欠格事項 

法人等又はその代表者等が以下の事項に該当する場合は、応募することができ 

ません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の規 

定に該当する。 

イ 延岡市又は宮崎県が行う建設工事等の請負、物品の購入又は製造の請負の指名 

競争入札において、指名停止措置を受けている。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立 

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続の申立 

ての事実がある者にあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生 

手続開始の決定を受けていない。 

エ 法人等の代表者が破産者、法律行為を行う能力を有しないもの又は禁錮刑以上 

の刑（執行猶予を含む。）に処せられている。 
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オ 法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為 

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に掲げる暴力団関 

係者又は暴力団関係者と密接な関係を有する者がいる。 

カ 法人等又は法人等の役員が国税及び地方税を滞納している。 

 

なお、応募以後、上記の欠格事項に該当した場合、指定管理者の候補者となることが

できません。 

また、指定管理者として指定された後に、上記の欠格事項に該当した場合、指定が取

り消される場合があります。 

 

３ 選定基準 

  選定基準及び配点については、別表１のとおりです。 

     

４ 指定管理者が行う業務 

（１）センターの利用許可、利用許可の取消しその他センターの利用に関する業務 

（２）センターの利用料金の徴収及び還付に関する業務 

（３） 市民活動団体等の登録に関する業務 

（４） 市民活動に係る相談及び情報の提供に関する業務 

（５）前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要と認める業務 

なお、詳細については、別紙仕様書のとおりです。 

 

５ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間とします。 

 

６ 指定管理料等 

（１）指定管理期間中の５年間に市が支払う指定管理料の総額の上限額は、66,752千円

とします。 

なお、以下の表が年度毎の指定管理料の目安額となります。応募の際は、この目安額 

を参考に５年間の指定管理料総額の上限額（66,752千円）以内の額で各年度の指定管 

理料を提示してください。 

 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

指定管理料の目安額 13,066千円 13,210千円 13,352千円 13,492千円 13,632千円 

 

（２）延岡市まちづくりセンターの管理にかかるすべての費用は、利用料金収入、指 

定管理料その他の収入をもって充てるものとします。延岡市が支払う指定管理料の 

金額及び支払方法については、締結する協定書によって定めます。 

（３）指定管理料の支払いは、原則、事業年度（４月１日～翌年の３月 31日まで）を基 

準とし、支払時期や支払方法は、市と指定管理者が協議して決定し、協定で定める 

ものとします。 
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（４）指定管理業務を市が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入やそ 

の他の収入の増加、経費の節減等指定管理者の経営努力により生み出された剰余金 

については、精算による返還を求めません。  

また、利用料金収入の減少等、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合も、

補填は行いません。  

（５）指定管理者として指定を受けた場合は、指定管理業務に係る支出及び収入を適切 

に管理するために、独立した預金口座を開設してください。 

 

７ 自主事業について 

  指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、本市の承認を得た事業 

を行うことができます。 

 指定管理者が企画した業務で指定管理業務ではない業務（協定書等記載以外の業務）

を「自主事業」といいます。自主事業の実施は、指定管理者が、施設の使用許可あるい

は目的外使用許可を受け、指定管理者ではない一団体として行う行為となります。 

 自主事業の実施にあたっては、次の点に留意してください。 

（１）市は、原則として、施設の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範 

囲であると認められる場合に限り、自主事業の実施を承認します。ただし、市が認 

める場合には、施設の目的外使用許可により実施することも可能とします。 

 （２）指定管理者は、自らの責任と費用により、自主事業を実施するものとします。ま 

た、自主事業による収入は指定管理者が収受するものとします。ただし、予め市と

指定管理者が合意した場合はこの限りではありません。 

 （３）自主事業の経理は、指定管理者が実施する他の事業と明確に区分し、収支に関す 

る帳票その他事業に係る記録を整備してください。 

 （４）自主事業に係る施設の利用については、行政財産の目的外使用許可や占用許可等

を受け、市に対して支払う使用料や占用料等が発生する場合があります。 

 

  自動販売機の設置について 

指定管理者が自動販売機を設置する場合は、基本的に「延岡市民まちづくりセン 

ター設置目的の範囲外の自主事業」として取り扱うものとし、以下の基準をすべて 

満たす場合に限り、設置を認めるものにします。 

【基準】 

    ①本来の指定管理業務を妨げないこと 

    ②施設のサービス向上につながること 

    ③指定管理者へのインセンティブとなること 

    ④施設運営上の継続性に影響を与えないこと 

※自販機の設置は自主事業であり、光熱水費、自販機の設置および管理にかかる経費 

については指定管理者の負担となるため、指定管理業務およびその他の自主事業と明 

確に会計を区分することとします。 
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８ 延岡市と指定管理者とのリスク分担 

  延岡市と指定管理者との責任分担については、別表２のとおりとします。 

  

９ 利用料金制に関する事項 

利用料金の額は、延岡市民協働まちづくりセンター条例別表第１、第２に定める金

額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、利用料金を定めること

となっております。 

なお、当該利用料金は指定管理者自らの収入とすることができます。 

 

１０ 運営に際する目安    

           【令和５年度実績額】       【令和６年度実績額】 

利用者数 利用者数 

会議室 884 件 会議室 931 件 

来館者数(延べ) 19,587 人 来館者数(延べ) 22,817 人 

入居団体  16 団体 入居団体  16 団体 

利用料金 利用料金 

家賃等 973,440 円 家賃等 916,240 円 

会議室・ロッカー 85,510 円 会議室・ロッカー 73,940 円 

作業室 762,024 円 作業室 656,101 円 

計 1,820,974 円 計 1,646,281 円 

    

１１ 業務の引継ぎ等 

（１）指定期間開始前の引継ぎについて 

指定管理者として指定された法人等は、現指定管理者から業務に関する引継ぎを受け

るものとします。引継ぎにあたっては、現指定管理者と十分に協議を行い、引継計画

書を作成し、本市に提出してください。また、現在、勤務している職員から継続雇用

の希望があった場合には、継続雇用について検討するように配慮してください。 

 

（２）引継ぎに要する費用について 

  引継ぎに要する費用は、現指定管理者が負担する費用を除き、指定管理者として

指定された法人の負担とします。 

 

１２ 施設の目的外使用に関する事項 

施設を目的外に使用する場合は、市へ行政財産目的外使用許可申請を行い、許可を得る

ものとします。 
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１３ 募集要項の配付 

（１）配付場所 企画部経営政策課 

〒８８２－８６８６ 

延岡市東本小路２番地１ 

ＴＥＬ ０９８２－２２－７０７９     

ＦＡＸ ０９８２－２２－７０９０     

※市のＨＰからダウンロード可能です。 

（２） 配付期間 令和７年７月 10日（木）から 令和７年９月 12日（金）まで 

（ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土、日曜日、祝日を除きま

す。） 

 

１４ 質問及び回答 

質問等がある場合は、電子メール又はＦＡＸにて受け付けます。 

（１） 受付期間 令和７年７月10日（木） ８時30分から 

令和７年８月29日（金） 17時15分まで 

（２） 受付先  募集要項配付場所に同じ 

    電子メールの場合･･･kyodo@city.nobeoka.miyazaki.jp 

（３） 回答日  随時 

（４） 回答先  質問に対する回答は、質問した事業者及び募集要項を配付した事業

者 

（５） 回答方法 電子メール又はＦＡＸで回答します。なお、質問及び回答は市ホー

ムページに掲載します。 

 

１５ 提出書類 

   指定管理者としての指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して、それぞれ一部を提出してください。 

 （１）施設管理事業計画書（様式第２号） 

（２）管理を行う公の施設に関する業務の収支予算書５カ年分（様式第３号） 

   自主事業を行う際は、自主事業に関する業務の収支予算書５カ年分（様式第４号） 

  ※自主事業･･･指定管理業務ではない業務、自動販売機設置等 

（３）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

（４）法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

（５）当該法人等の役職員名とその略歴を記載した書類（様式第５号） 

（６）申請法人等の経営状況、事業報告を説明する書類（損益計算書及び貸借対照表、事業報

告書又はこれらに類する書類２カ年分） 

 （７）法人等にあっては市税の完納証明書 

（８）誓約書（様式第６号） 

 

１６ 提出期限 

  令和７年９月12日（金） 午後５時15分までに必着（持参、郵送） 
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１７ 提出先 

募集要項配付場所に同じ 

 

１８ 選定方法 

（１）申請法人等から受理した申請書類等の審査（資格審査）を所管課にて行いま

す。 

（２）資格審査に合格した場合は、延岡市民協働まちづくりセンター指定管理者選定会

議（以下「選定会議」という。）により、プレゼンテーション及び書類審査を行い

ます。 

（３）選定会議において、３の選定基準（別表１）に基づいて審査を行い、採点結果

の合計が最も高い申請法人等を指定管理者候補者として選定します。 

なお、候補者選定の要件として、各委員が採点した点数の合計が評価点数全体の

60％未満の場合には、候補者として選定しません。 

 

１９ 選定結果の通知 

応募者全員に、令和７年10月下旬に文書にて通知します。 

 

２０ 選定審査対象除外 

次の場合においては、選定審査対象から除外します。 

（１）提出書類に虚偽の記載が明らかになったとき。 

（２）この要項に違反し、又は著しい逸脱が明らかになったとき。 

（３）提出期限までに必要な書類が整わなかったとき。 

（４）その他不正行為が認められたとき。 

 

２１ 損害賠償等 

（１）指定管理者として選定された申請団体が議会の議決直後に辞退した場合、市は、

当該申請団体へ損害賠償を請求する場合があります。 

（２）指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設及び設備が使用に耐えなくなった

場合、又は、指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者等に被害が及んだ場合

は、その損害の一部又は全部について賠償していただきます。このため、指定管理

者は、あらかじめ損害を担保するため、必要な保険に加入していただきます。 

（３）指定の期間満了前に指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理業務の継続

が困難になった場合は、指定管理者は、市に対して速やか（遅くとも３ヶ月前ま

で）に通知しなければなりません。   
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２２ その他 

（１）指定管理者は、令和７年12月延岡市議会の議決を経て指定されます。 

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の管理業務に係

る指定管理料は当該年度の予算額以内となりますので、申請時に提出のあった管理

業務に係る提案価格を下回る場合があります。 

（３）提出書類は、お返しできません。 

（４）提出された書類は、議会説明資料など必要に応じ複写し、提供します。 

 

２３ 問い合わせ先 

〒８８２-８６８６ 

延岡市東本小路２番地１ 

企画部経営政策課市民協働係  

ＴＥＬ ０９８２－２２－７０７９     

ＦＡＸ ０９８２－２２－７０９０     

Email kyodo@city.nobeoka.miyazaki.jp 
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（別表１）選定基準及び配点 

選定基準 審査基準 配点 

ア 市民の平等

な利用が確保さ

れること 

①関係する法律、条例等に基づく施設の管理運営方針や基準を

理解し、遵守が見込まれるか。 
５ 

②情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込

みがあるか。 
５ 

小 計 10 

イ 事業計画の

内容が、施設の

効用を最大限に

発揮するもので

あること 

① 施設の管理業務に対する基本方針は適切か。（施設条例等の 

趣旨に沿っているか。） 
５ 

② 自主事業計画書の内容は適切か。 ５ 

③利用者に対するサービス向上は適切か。（提案がなされている

か。） 
５ 

④利用者の満足度や要望の把握及びその実現策は適切か。 ５ 

小 計 20 

ウ  事業計画

の内容が、管理

経費の縮減が図

られるものであ

ること 

①総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の節減が図られる

見込みがあるか。経費節減のための方策は適切か。 
10 

②その他の管理経費の設定に無理はないか。 10 

小 計 20 

エ 事業計画に

沿った管理を安

定的に行う能力

を有しているこ

と 

①法人等の経営状況に問題はないか。 10 

②施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画・緊急

時の対応）の考え方は適切か。また、施設の管理業務のうち第

三者に行わせる業務の考え方は適切か。 

10 

③施設管理を安定的に行う能力を期待することができるか。 10 

小 計 30 

オ 住民ニーズ

を的確に反映さ

せながら、市民

活動の活性化を

図る意欲と資質

のある団体であ

ること 

①地域住民や地縁的団体、他の施設との連携はどうか。 ５ 

②市民活動の活性化を図る方策は適切か。 ５ 

小 計 10 

カ 収支予算書

の妥当性 

①仕様書の内容が収支予算書に反映されているか。 10 

②収支予算書の積算が妥当で、費用対効果が見込めるか。 10 

小 計 20 

キ ５年間の指

定管理料総額 

①申請法人等が提示する５年間の指定管理料総額（上限額）に

ついて比較し、より安価な金額を提示したものの順に評価する。 
10 

小 計 10 
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※キの採点方法 

 募集要項に記載した５年間に市が支払う指定管理料上限額により、申請法人等が提出した

「収支予算書」に記載された５年間の指定管理料総額の評価を行う。なお、５年間の指定管

理料総額の採点にあたっては、次の計算式により点数を算出する。 

「キ」 = 10点×
申請法人等の中で最も低い５年間の指定管理料総額

当該申請法人等の５年間の指定管理料総額
 

※小数点以下第２位を四捨五入 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 地域人材の

確保 

①センターの管理に係る雇用については、延岡市民の積極的な

雇用を図る提案になっているか。(現指定管理者以外の場合に

は、施設に精通する従前の施設職員の再雇用について配慮する

提案となっているか) 

10 

小 計 10 

合計 130 



10 

 

（別表２）リスク分担表 

リスク 

の種類 
リスクの内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 
協議 

法令等の変更 管理運営にかかる法令変更   ● 

税制度の変更 
本業務の遂行に影響を及ぼす法令変更 ●   

一般の法令変更  ●  

物価変動 
人件費・物品費等の物価変動に伴う費用負担  ●  

著しい物価変動が発生した場合   ● 

金利変動 金利変動に伴う費用負担に関するもの  ●  

 

 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のい

ずれの責めにも帰すことのできない自然的又

は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復に

よる経費の負担または業務履行の不能 

 

 

● 

 

 

  

業務内容の変更 

市の指示により業務内容変更による経費の増

加に関するもの 
● 

  

指定管理者の帰責事由により経費の増加に関

するもの 

 
● 

 

災害応急活動 
市の要請に基づき指定管理者が協力業務に要

した費用に関するもの 

● 
  

施設の修繕 
１件が税込 10万円以下の修繕  ●  

１件が税込 10万円を超える修繕 ●   

 

施設損壊・ 

損傷・劣化 

指定管理者の帰責事由により施設設備などの

損壊・損傷・劣化に関するもの 

 
● 

 

上記以外の事由により施設設備などの損壊・損

傷・劣化に関するもの 
● 

 
 

備品等の損壊・

損傷・盗難 

指定管理者の帰責事由による場合  ●  

上記以外の場合 ●   

 

 


